
は じめに

マレー半島地域の特徴 として、異質性の混在とい う点をまずあげてよいであろう。古代か

ら継続されてきた東西交渉の中で、この地域が有力な中継位置にあったことは、異質な文化

背景をもつ様々な集団の混在状況が古くから始まっていたことを意味している。しか しなが

ら、現在の混在状況の大半は、近代経済システムが世界的連関の下で形成 されてきたことに

よって生み出されてきたものである。19世 紀後期からのイギリス植民地支配下における経

済活動は、中国、イン ド、あるいはイン ドネシアをは じめとする近隣諸国から短期に大量の

移民を呼び込み、未開の空間を埋めてきたからである。

本編の四つの論文は、マレー半島を対象に、いずれも現地調査による事例研究を基礎 とし

た論考である。それらにおいては、インド、台湾、インドネシア(ジ ャワ)、 タイでの各論

者による実地調査が、それぞれマレー半島での調査事:例の意味を解明するべ一スとなってい

る。以下、簡単に各論文の概要を記しておこう。

水島論文 「南イン ドとマ レー半島における土地所有にっいて」は、南イン ドとマレー半島

の両地域に:おける村落調査を基礎にして、土地所有構造の側面から両地域の地域発展の固有

性を論 じたものである。それによれば、いずれの地域においても、イギリス植民地支配の下

で形態的に酷似 した土地制度が導入され、国家的土地所有の下での農民的土地所有が創設さ

れた。ところが、その実施時点およびその後の変化の実態は、両者において全 く異なるもの

となった。まず出発点において、マレー半島では、均質な小農的土地所有が人工的に生み出

されたのに対 して、南イン ドでは、極めて不均等な土地所有構造が生み出された。このよ う

な違いが生 じた要因とその後の展開の様相の違いの要因について、植民地当局の政策目標、

領域観念を媒介 とした共同性、再生産活動のユニッ トなどの諸側面が分析 され、結論として、

イギ リスの植民地土地制度が、マレー半島においては従来の観念とさほど違和感のないもの

であったために土地所有構造が大きく変化 しなかったのに対 し、南イン ドではそれが旧来の

社会関係の一部のみがいびつな形で土地制度の中に組み込まれたために、出発点で極めて不

均質な所有構造が創出され、にもかかわらず植民地的土地制度が本来持っていた個別化原理

のために、その後大きな変化が生 じたと論じられている。

三尾論文 「シンガポール華人の伝統宗教の変容 と組織化運動」は、台湾の文化人類学的研

究を進めてきた筆者が、宗教組織の問題について、シンガポールでの事例研究を台湾でのそ

れと比較する形で議論を進めている。そこでは、まず台湾 とシンガポールの華人社会が、い

ずれも南中国、特に福建系の移民が主流であり、先住民に対 しそ支配権を握 り、さらにいず
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れ も植 民 地 支 配 を経 験 した とい う共 通 性 が 指 摘 され る。 しか し、それ ぞれ の 社 会 で 開 花 した

文化 に 大 きな 違 い が 生 じて お り、そ の 要 因 と して 、台 湾 が 伝 統 的 な漢 民族 文 化 が ア イ デ ン テ

ィテ ィの よ り どこ ろ とな る傾 向 が あ るの に 対 して 、 シ ン ガ ポ ー ル の 場 合 に はそ うは な らず 、

そ の 結果 シ ン ガ ポー ル 華人 社 会 の 宗 教 が 大 き な変 化 を被 っ た との 見 通 しが 述 べ られ る。次 に 、

シ ン ガ ポ ー ル の祭 祀組 織 の実 態 が 分 析 され 、そ の 特 徴 と して 地 縁 的 性 格 が極 め て 希 薄 で あ る

こ と が指 摘 され 、そ の 要 因 が シ ン ガ ポー ル 政 府 の 混 住 政 策 に あ る こ とが 示 唆 され る。続 い て 、

シ ン ガ ポ ール の 社 会 状 況 の近 代 化 に敏 感 に反 応 した ユ ニー ク な廟 の例 や 、 宗 教 の 「知 識 化 」

傾 向 を 体 現 す る道 教 総 会 の例 が 取 り上 げ られ 、そ れ ぞ れ の 実 態 と特 徴 が 分析 され て い る。実

態 調 査 の 整 理 と氏 が従 来 蓄積 して きた 台 湾 の 宗 教 と の比 較 の視 点 の提 示 の 段 階 で あ るが 、今

後 の調 査 の 進 展 に よ っ て 、 両 社 会 の 地域 特 性 につ い て の議 論 が深 ま る で あ ろ う。

西 井 論 文 「南 タイ の ム ス リム ・仏 教 徒 混 住 村 落 に お け る宗 教 的 帰 属 と親 族 関係 」は 、タ イ ・

マ レー シ ア 国 境 地 帯 で の村 落調 査 を 基礎 に 、個 人 を 中心 と した キ ン ドレ ッ ドと、祖 先 を 中心

と して 系 的 に 辿 られ る 出 自 とい う親 族 の 二 類 型 が 、イ ス ラー ム と仏 教 とい う宗 教 的 帰 属 と ど

う関 わ る か を 論 じた も の で あ る。そ れ に よれ ば 、親 族 関 係 の 特 徴 と して 、人 の移 動 性 が極 め

て 高 く、世 帯 お よ び 近 隣 居 住 世 帯 の メ ンバ ー シ ップ と構 成 が頻 繁 に 変 わ る こ と、 しか し、そ

の流 動 性 は 、マ レー 家 族 の特 徴 を 、従 来 議 論 され て き て い る よ うに 、 「二 者 関係 の 累積 」で

あ り境 界 が 曖 昧 な 社 会 圏 と して捉 え る こ とを 可 能 に す るだ けで はな く 、そ れ が 一 組 の夫 婦 を

中心 に展 開 して い る とい う点 が 強調 され る。ま た 、ム ス リム と仏 教 徒 が 結 婚 した場 合 の 問題

につ い て 、生 活共 同 単 位 と して の 家 族 は同 一 宗 教 で な け れ ば な らな い と い う規 制 が あ る こ と

か ら、こ う した 流 動 的 で 曖 昧 な家 族 概 念 の 中 に 、生 活 共 同 単 位 と して の家 族 と相 互扶 助 ネ ッ

トワ ー クで も あ る親 族 近 隣 居 住 集 団 との 間 の境 界 を 明 確 にす る原 理 が 持 ち 込 ま れ る こ とに

な る と指 摘 され る。続 いて 、婚 姻 に 関 して 、ム ス リム ー仏 教 徒 の 通 婚 率 が 高 く、 しか も婚 姻

後 の 改 宗 が 双 方 向 で あ る とい う東 南 ア ジ ア 社 会 に は あ ま り見 られ な い 特 異 な 状 況 が 調 査 村

で 見 られ る こ とが 示 され 、婚 姻 の 諸 側 面 が 分 析 され る。 そ こ で は 、通 婚 に よ っ て 生ず る 宗 教

的 帰 属 が 求 め る排 他 的 原 理 と親 族 の 共属 原 理 との 関 係 は 、状 況 に応 じて 共 存 し、あ る い は 対

立 す る もの で あ る と論 じ られ て い る。

宮 崎 論 文"AlienationandAdaptation:Jav㎝eseI㎜igrantsinMalaySocie""}ま 、 イ ン ドネ シ

ア研 究 を 進 め て き た筆 者 が 、マ レー シ アで の ジ ャ ワ系 移 民 の 中 心 地 の ひ とつ で あ る ジ ョホ ー

ル で行 っ た 実 態 調 査 の 報 告 で あ る。そ こ で は 、ジ ャ ワ人 の マ レー シア お よび 調 査 地 へ の 移 民

の歴 史 的 過 程 と要 因 が 語 られ た後 に 、ジ ャ ワ人 のイ メ ー ジ と して しば しば 託 宣 や 民 間 医療 に

長 け て い る と考 え られ て い る とい う問題 に つ い て 、なぜ そ の よ うな イ メー ジ が 生ず る よ うに

な っ た の か を、薬 草 に っ い て の 知 識 や 、ユ ニ ー ク な暦 の使 用 、ジ ャ ワ人 の周 縁 性 等 の側 面 か

ら分 析 して い る。続 い て 、ジ ャ ワ系 移 民 の マ レー 社:会 とい う環 境 の 中 で の 変 容 につ い て 、特
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にイ ス ラ ー ム との 関 係 か ら議 論 し、 「正 統 」ム ス リム に な る こ とが ジ ャ ワ 人 の ア イ デ ンテ ィ

テ ィ と して の 超 自然 的 な 能力 に 対 す る依 存 の 希 薄 化 を招 き 、そ れ が 新 た に 故 地 ジ ャ ワへ の懐

古 とジ ャ ワ ら しさ を回 復 させ よ う とす る動 き を もた ら して い る こ と、しか しそ こで 再 生 され

る ジ ャ ワ的 な もの は 、既 に故 地 のそ れ とは ズ レた 、マ レー 社 会 に 適 応 し、包 含 され た もの と

な っ て い る こ とが 指 摘 され て い る。

以 上 の概 要 か ら明 らか な よ うに 、いず れ もマ レー 半 島 を対 象 とは して い る もの の 、実 際 に

取 り上 げ られ て い る事 象 は 多様 で あ り、ま た ア プ ロー チ の 方 法 もそ れ ぞ れ の デ ィ シプ リン を

反 映 して 多 様 で あ る。それ は 、最 初 に記 した 異 質性 の 混 在 状 況 をそ の ま ま反 映 した も ので あ

る と同時 に 、比 較 とい う方 法 自体 が持 つ 個性 と普 遍 性 の矛 盾 が 、こ う した 地 域研 究 の 場 で 常

に起 き る とい う方 法 論 上 の問 題 を示 唆 して もい る。:事例 研 究 の積 み 重 ね は も ち ろ ん で あ る が 、

調 査 地 域 あ る い は 調 査 事 項 の 共 通 性 を研 究 者 間 で 意 識 して 作 り上 げ る努 力 も必 要 の よ うに

思 われ る。

どの よ うな こ の 地 域 の 発 展 の 固 有 性 が 総 合 的 に提 示 され る の か は まだ 先 の 段 階 の 課題 に

思 わ れ る が 、 本 編 の 論 点 が 、 そ の た め の 悶題 提 起 と なれ ば幸 い で あ る。
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